
 
 

 

 

 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック開催期間中に 

横浜港における物流対策を実施します 

 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会期間中において、首都圏の円滑な物

流機能を確保し、荷主企業等に安心してご利用いただける「使いやすい港」であり続け

ることを目指して、「第３回横浜港物流対策会議」を令和３年６月３日（木）に開催

し、横浜港における開催期間中の物流対策として３つの施策を実施することを決定いた

しました。 

なお、本会議は、国際コンテナ戦略港湾である横浜港の官民関係者が一体となり、各

団体の実務責任者の参加により、令和元年７月 24 日に設立されたものです。 

 

 

１ 対策期間 

令和３年７月１日（木）から令和３年８月 14 日（土）まで（予定） 

   ※横浜港内の混雑状況により延長する場合があります。 

 

２ 横浜港における物流対策 

 施策１ ふ頭内交通対策 

東京港から横浜港への物流ルート変更等に伴う横浜港の交通量増加に対応するた

め、臨時待機場の設置や交通誘導員を増員し、港内の円滑な交通を確保します。 

 

 施策２ 臨時コンテナ置場等の設置 

東京港から横浜港への物流ルート変更等に伴うターミナル内の貨物量増加に対応

するため、一時的に利用を休止している本牧ふ頭Ｄ５ターミナルに臨時コンテナ置

場等を設置します。 

 

 施策３ 物流対策支援（※はしけ利用促進に対する支援） 

東京港の混雑及び都内の交通渋滞の緩和を図るため、横浜港を利用した海上輸送

であるはしけ輸送(コンテナバージ輸送)に対し支援を行い、横浜港利用を促進する

とともに京浜港一体となった円滑な港湾作業を確保します。 

 ※はしけ…自走できない特殊な港運船。コンテナバージ（コンテナ専用はしけ）輸送は大量のコンテ

ナ輸送が可能で、大きな省エネ効果が見込めます。 

 

３ 緊急時の連絡体制について 

  オリンピック・パラリンピック期間中の交通規制情報等の提供やターミナル周辺

の交通障害が発生した場合等に備え、連絡体制を確立します。 

 

 

お問合せ先 

港湾局物流運営課 担当課長 山本 智 Tel 045-671-2919 

 

令 和 ３ 年 ６ 月 １ １ 日 
港 湾 局 物 流 運 営 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 
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